
美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例（（和 ７年美

咲町条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（入居の申込み） 

第３条 条例第６条第１項の規定による入居の申込みは、美咲町中間管理住宅入居申

込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１）世帯主及び続柄の記載のある入居申込者並びに現に同居し、又は同居しようと

する者の住民票 

（２）入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者の収入を証明する書類 

（３）入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が現住所において納入す

べき税に滞納がないことの証明書 

（４）入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が現住所において納入す

べき使用料等に滞納がないことの確約書（様式第２号） 

（５）入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員等でないこと

の誓約書（様式第３号） 

（６）その他町長が必要と認める書類 

（入居決定通知） 

第４条 条例第８条の規定による通知は、美咲町中間管理住宅入居決定通知書（様式

第４号）により通知するものとする。 

（入居決定者との入居契約の締結） 

第５条 条例第９条第１項の規定による入居契約の締結は、美咲町中間管理住宅入居

契約書（様式第５号）（以下「契約書」という。）により行うものとする。 

２ 前項に規定する契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書 

（２）連帯保証人の収入を証する書類 

３ 条例第９条第２項の規定による当該入居契約は更新がなく、期間の満了により当

該賃貸借は終了する旨の説明は、美咲町中間管理住宅重要事項説明書（様式第６号）

により行うものとする。 

４ 町長は、条例第９条第３項の規定により、入居決定者の入居の決定を取り消す場

合は、美咲町中間管理住宅入居決定取消通知書（様式第７号）により通知するもの

とする。 

５ 条例第９条第４項の規定による入居可能日の通知は、美咲町中間管理住宅入居可

能日通知書（様式第８号）により通知するものとする。 



６ 条例第９条第５項ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする者は、美

咲町中間管理住宅入居日延長承認申請書（様式第９号）を提出しなければならない。 

７ 町長は、前項の規定による申請に対し、承認又は不承認とするときは、美咲町中

間管理住宅入居日延長承認（不承認）通知書（様式第１０号）により通知するもの

とする。 

（連帯保証人の要件） 

第６条 条例第１１条第１項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

（１）独立の生計を営む者であること。 

（２）契約書に定める極度額を保証する能力を有する者であること。 

２ 連帯保証人は、入居者が条例、この規則又は契約書に違反した場合は、連帯して

その責めを負わなければならない。 

（連帯保証人の変更等） 

第７条 条例第１１条第３項により連帯保証人を変更しようとするときは、美咲町中

間管理住宅連帯保証人変更承認申請書（様式第１１号）に新たな連帯保証人の印鑑

証明書及び所得を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、美咲町

中間管理住宅連帯保証人変更承認（不承認）通知書（様式第１２号）により通知す

るものとする。 

３ 条例第１１条第４項に規定する規則で定める事項は、連帯保証人の氏名又は住所

とする。 

４ 条例第１１条第４項の規定により届出を行うときは、美咲町中間管理住宅連帯保

証人異動届（様式第１３号）に連帯保証人の異動の内容を証明する書類及び印鑑証

明書を添えて、町長に提出しなければならない。 

５ 町長は、契約締結後において、連帯保証人が不適当と認められるときは、変更さ

せることができる。この場合、入居者は契約書により、再度入居契約の締結をしな

ければならない。 

（同居の承認申請） 

第８条 入居者は、条例第１２条第１項の規定により町長の承認を受けようとすると

きは、美咲町中間管理住宅同居承認申請書（様式第１４号）を町長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、美咲町

中間管理住宅同居承認（不承認）通知書（様式第１５号）により通知するものとす

る。 

（入居の承継の承認申請） 

第９条 条例第１３条第１項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、

美咲町中間管理住宅入居承継承認申請書（様式第１６号）を町長に提出しなければ

ならない。 



２ 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、美咲町

中間管理住宅入居承継承認（不承認）通知書（様式第１７号）により通知するもの

とする。 

３ 前項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から１０日以内に、条例第

９条第１項に規定する入居契約を締結しなければならない。この場合において、条

例第９条第１項中「入居決定者」とあるのは「承継の承認を受けた者」とする。 

（異動の報告） 

第１０条 条例第１４条の規定により、同居している親族に、出生、死亡、転出その

他これに準ずる異動があったときは、美咲町中間管理住宅同居親族異動届（様式第

１８号）を町長に提出しなければならない。 

（家賃） 

第１１条 条例第１５条第１項に規定する中間管理住宅の家賃は、別表のとおりとす

る。 

（家賃の変更） 

第１２条 町長は、条例第１５条第２項の規定により家賃を変更したときは、変更し

た家賃を徴収する３月前までに、美咲町中間管理住宅家賃変更通知書（様式第１９

号）により、入居者に通知しなければならない。 

（督促） 

第１３条 条例第１７条の規定による督促については、美咲町営、町有及び特定公共

賃貸住宅家賃滞納整理事務取扱要綱（（成 １９年美咲町告示第２７号）第３条及び

第７条の規定を準用する。 

（模様替え等の承認） 

第１４条 入居者は、中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えよ

うとする場合において、条例第２２条第４項ただし書の規定により町長の承認を受

けようとするときは、美咲町中間管理住宅模様替え等承認申請書（様式第２０号）

を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、美咲町

中間管理住宅模様替え等承認（不承認）通知書（様式第２１号）により通知するも

のとする。 

（不使用の届出） 

第１５条 条例第２４条の規定による中間管理住宅を引き続き３０日以上使用しな

いときの届出は、美咲町中間管理住宅不使用届出書（様式第２２号）により行うも

のとする。 

（解除の通知） 

第１６条 条例第２６条第２項の規定による入居契約解除の通知は、美咲町中間管理

住宅入居契約解除通知書（様式第２３号）により通知するものとする。 

（解除の申入れ） 

第１７条 条例第２７条第１項の規定による入居契約の解除の申入れは、美咲町中間



管理住宅解除申入書（様式第２４号）により行うものとする。 

２ 条例第２７条第２項の規定による入居契約解除の可否の通知は、美咲町中間管理

住宅解除承認（不承認）決定通知書（様式第２５号）により通知するものとする。 

（期間満了の通知） 

第１８条 条例第２８条第１項の規定による中間管理住宅の賃貸借が終了する旨の

通知は、美咲町中間管理住宅期間満了通知書（様式第２６号）より行うものとする。 

（明渡し） 

第１９条 条例第２９条第１項の規定による中間管理住宅の明渡しの請求は、美咲町

中間管理住宅明渡請求書（様式第２７号）により行うものとする。 

２ 条例第２９条第２項の規定による中間管理住宅の明渡しの届出は、美咲町中間管

理住宅明渡申出書（様式第２８号）により行うものとする。 

（その他） 

第２０条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ この規則の規定による入居に関し必要な一連の手続きその他の準備行為は、この

規則の施行前においても行うことができる。 

 

 

別表（第１１条関係） 

名称 家賃 

美咲町中間管理住宅 第１号 月額 ３５，０００円 

 


